はじめに

セルプ協ではこれまで、授産施設等（以下、社会就労センター）のあり方・機能についての検討を重ね、社会就労センターのあり方検討委員会「最終報告」（平成15年2月）において、社会就労センターの基本的機能を「一般就労が困難な障害者に一定の支援のもとに就労の機会を提供する場」と定義するとともに、「最終報告の具体化に向けた取り組み指針」（平成16年5月）において、社会就労センターが就労の場としていかに事業振興し、利用する人たちの自立と社会参加を実現していくために「所得保障の充実」をしていくことができるかという視点で「事業振興に向けた『施設ステップアップ』プログラム」を提案してきました。

　このプログラムは、社会就労センターの事業振興を進め安定した工賃を支払うため、事業者の自己努力として取り組むべき具体的な手順を示したものです。本会ではこのプログラムを全会員施設に配布し取り組みを推奨するとともに、３か年にわたり職員研修会において演習を実施するなど、ステップアップに向けた取り組みを進めてまいりました。

　しかしながら、市場経済における事業経営の経験不足や近年の厳しい経済状況のなか、この事業振興に向けた取り組みの「入口」のところで躊躇してしまう社会就労センターも多かったのではないかと思います。

そこでセルプ協では平成18年度、事業者自らの事業振興に向けた取り組みモデルとして、経営コンサルタントのアドバイスのもとで徹底的な経営改善を行う具体的な取り組み『工賃水準ステップアップ事業』（都道府県工賃倍増計画支援事業のモデル事業）をスタートさせました。

　モデル事業の実施施設は全国から公募し、地域性や障害種別などを考慮に入れて6施設に取り組みをお願いしました。実質6ヵ月の短い期間で成果が求められる大きなプレッシャーの中、運営改善に向けた計画策定をはじめとする様々な取り組みを実践し、一定の成果を上げてきた並々ならぬ努力と真摯な姿勢に対し、改めて敬意と感謝を申しあげます。

　そして、モデル事業の実施施設の実践を通じ、工賃アップ実現のための「共通項」が見えてきたように思います。セルプ協では全国の社会就労センターに6施設の取り組み成果を確実に伝えて共有化を図るとともに、都道府県工賃倍増計画支援事業の実効ある推進に資するため、本書「『工賃水準ステップアップ』成功のためのキーワード－工賃水準ステップアップ事業・事業報告書」を刊行しました。それぞれの社会就労センター、都道府県などにおける全体施設の工賃水準向上に向けた実践のための参考の書として、ご活用いただければ幸いです。

　最後に、本事業の推進において的確なご助言をいただいた朝日雅也委員長をはじめとする事業推進特別委員会の委員の皆様、モデル事業の実施にご努力いただいた実施施設の施設長・職員・利用者の皆様、そして運営改善に向けた改善計画の策定にご尽力いただいた経営コンサルタントや地域ネットワーク会議の委員の皆様方に対し、重ねて感謝の意を申しあげます。
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